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附 則  

第 １ 編  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、「 地 方 公 共 団 体 に お け る 行 政 改 革 の 更 な る 推 進 の た め の 指

針 の 策 定 に つ い て 」（ 平 成 １ ８ 年 ８ 月 ３ １ 日 総 務 省 通 知 ）の 指 針 に 基 づ き 習 志

野 市 に お け る 一 般 会 計 、 特 別 会 計 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ）

第 ２ ０ ９ 条 第 １ 項 に 定 め る 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 を い う 。）の 貸 借 対 照 表 、行

政 コ ス ト 計 算 書 、 純 資 産 変 動 計 算 書 、 資 金 収 支 計 算 書 等 の 財 務 書 類 を 作 成 す

る 際 の 基 準 を 示 す こ と を 目 的 と す る 。  

（ 基 本 的 な 考 え 方 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 は 、「 新 地 方 公 会 計 制 度 研 究 会 報 告 書 」（ 平 成 １ ８ 年 ５ 月 １ ８

日 公 表 ）及 び「 新 地 方 公 会 計 制 度 実 務 研 究 会 報 告 書 」（ 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ ７

日 公 表 ） に 基 づ き 、 公 会 計 に 固 有 の 会 計 処 理 を 含 め 、 総 勘 定 元 帳 等 の 会 計 帳

簿 か ら 誘 導 的 に 作 成 さ れ る 「 基 準 モ デ ル 」 に よ り 財 務 書 類 を 作 成 す る 際 の 基

準 を 示 す も の で あ る 。 な お 、 当 分 の 間 は 基 準 モ デ ル 財 務 書 類 の 作 成 を 日 常 仕

訳 シ ス テ ム に よ ら ず 期 末 一 括 シ ス テ ム を 暫 定 的 な 方 法 と し て 採 用 す る こ と が

で き る も の と す る 。  

（ 財 務 書 類 の 作 成 意 義 ）  

第 ３ 条  財 務 書 類 の 作 成 意 義 は 、 市 民 、 公 債 の 投 資 者 、 そ の 他 の 利 害 関 係 者 及

び 習 志 野 市 の 内 部 者 が 、 習 志 野 市 の 財 政 状 態 及 び 業 績 等 に 関 す る 有 用 な 情 報

を 得 る こ と に あ る も の と す る 。  

（ 財 務 書 類 の 体 系 ）  

第 ４ 条  習 志 野 市 の 財 務 書 類 の 体 系 は 、 貸 借 対 照 表 、 行 政 コ ス ト 計 算 書 、 純 資

産 変 動 計 算 書 、 資 金 収 支 計 算 書 及 び こ れ ら の 財 務 書 類 に 関 連 す る 事 項 に つ い

て の 附 属 明 細 表 と す る 。  

（ 基 本 的 作 成 方 法 ）  

第 ５ 条  財 務 書 類 の 作 成 に 当 た っ て は 、 公 有 財 産 台 帳 等 の 計 数 を 基 本 と し て 開

始 貸 借 対 照 表 を 作 成 す る 。 そ れ 以 後 は 、 複 式 簿 記 に よ る 記 帳 方 法 を 用 い て 正

確 な 会 計 帳 簿 を 継 続 し 、 期 末 に 公 有 財 産 台 帳 等 と の 照 合 そ の 他 の 決 算 整 理 手

続 を 経 て 、 財 務 書 類 を 作 成 す る 。  
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（ 作 成 基 準 日 ）  

第 ６ 条  財 務 書 類 の 作 成 基 準 日 は 、 会 計 年 度 末 と す る 。 た だ し 、 出 納 整 理 期 間

中 の 現 金 の 受 払 い 等 を 終 了 し た 後 の 計 数 を も っ て 会 計 年 度 末 の 計 数 と す る 。

そ の 場 合 、 そ の 旨 及 び 出 納 整 理 期 間 に か か る 根 拠 条 文 （ 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ５

条 の ５ 等 ） を 注 記 す る 。  

（ 表 示 単 位 ）  

第 ７ 条  財 務 書 類 に 掲 記 さ れ る 科 目 そ の 他 の 事 項 の 金 額 は 百 万 円 単 位 と す る 。

た だ し 、 千 円 単 位 を も っ て 表 示 す る こ と を 妨 げ な い 。 な お 、 採 用 単 位 未 満 の

金 額 は 四 捨 五 入 に よ る 。  

第 ２ 編  貸 借 対 照 表  

第 １ 章  貸 借 対 照 表  

（ 作 成 目 的 ）  

第 ８ 条  貸 借 対 照 表 は 、 基 準 日 時 点 に お け る 習 志 野 市 の 財 政 状 態 （ 資 産 、 負 債

及 び 純 資 産 の 残 高 を い う 。） を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 作 成 す る 。  

（ 作 成 方 法 ）  

第 ９ 条  貸 借 対 照 表 は 、 別 記 第 １ 号 様 式 に よ り 記 載 す る 。 な お 、 習 志 野 市 に 固

有 の 資 産 ・ 負 債 に つ い て は 、 適 宜 、 表 示 科 目 を 追 加 す る 。  

（ 作 成 基 準 ）  

第 １ ０ 条  貸 借 対 照 表 は 、 資 産 の 部 、 負 債 の 部 及 び 純 資 産 の 部 に 区 分 し て 表 示

す る 。  

２  資 産 及 び 負 債 の 科 目 の 配 列 に つ い て は 流 動 性 配 列 法 を 採 用 す る 。  

３  貸 借 対 照 表 価 額 に つ い て は 取 得 原 価 を 基 本 と し て 算 定 す る が 、 習 志 野 市 に

は イ ン フ ラ 資 産 等 企 業 会 計 に は な い 資 産 概 念 が 存 在 す る こ と か ら 、 そ れ ぞ れ

の 資 産 の 所 有 目 的 に 応 じ た 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 に つ い て 別 に 定 め る こ と を

妨 げ な い 。  

 第 ２ 章  資 産  

  第 １ 節  資 産  

（ 資 産 ）  

第 １ １ 条  資 産 に 該 当 す る も の に つ い て は 、 そ の 形 態 を 表 す 科 目 に よ っ て 表 示

す る 。 ま た 、 資 産 の 貸 借 対 照 表 価 額 の 測 定 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 資 産 の 性 質
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及 び 所 有 目 的 に 応 じ た 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 を 用 い る 。  

２  資 産 は 、 金 融 資 産 及 び 非 金 融 資 産 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

  第 ２ 節  金 融 資 産  

   第 1 款  金 融 資 産  

（ 金 融 資 産 ）  

第 １ ２ 条  金 融 資 産 は 、 資 金 及 び 資 金 を 除 く 金 融 資 産 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

第 ２ 款  資 金  

（ 資 金 ）  

第 １ ３ 条  資 金 は 、現 金（ 手 許 現 金 及 び 要 求 払 預 金 を い う 。）及 び 現 金 同 等 物（ ３

月 以 内 の 短 期 投 資 等 を い い 、 出 納 整 理 期 間 中 の 取 引 に よ り 発 生 す る 資 金 の 受

払 い を 含 む 。） か ら 構 成 さ れ る 。  

   第 ３ 款  資 金 を 除 く 金 融 資 産  

    第 1 目  資 金 を 除 く 金 融 資 産  

（ 資 金 を 除 く 金 融 資 産 ）  

第 １ ４ 条  資 金 を 除 く 金 融 資 産 は 、 債 権 、 有 価 証 券 及 び 投 資 等 に 分 類 し て 表 示

す る 。  

     第 ２ 目  債 権  

（ 債 権 ）  

第 １ ５ 条  債 権 は 、 税 等 未 収 金 、 未 収 金 、 貸 付 金 及 び そ の 他 の 債 権 に 分 類 し て

表 示 す る 。  

（ 税 等 未 収 金 ）  

第 １ ６ 条  税 等 未 収 金（ 基 準 日 時 点 に お け る 税 金 等 の 未 収 入 金 を い う 。）に つ い

て は 、 未 収 金 と は 異 な る 科 目 で 表 示 す る 。  

（ 未 収 金 ）  

第 １ ７ 条  未 収 金 と は 、 基 準 日 時 点 に お け る 未 収 入 金 の う ち 、 税 等 未 収 金 以 外

の も の を い う 。  

（ 貸 付 金 ）  

第 １ ８ 条  貸 付 金 は 貸 付 先 に 対 す る 融 資 残 高 を 計 上 す る 。  

（ そ の 他 の 債 権 ）  

第 １ ９ 条  そ の 他 の 債 権 と は 、 税 等 未 収 金 、 未 収 金 及 び 貸 付 金 以 外 の 債 権 を い

6



う 。た だ し 、金 額 的 に 重 要 性 が あ る も の 又 は 習 志 野 市 固 有 の も の に つ い て は 、

そ の 他 の 債 権 と 異 な る 独 立 の 科 目 で 表 示 す る 。  

（ 控 除 科 目 ・ 貸 倒 引 当 金 ）  

第 ２ ０ 条  貸 倒 引 当 金 は 、 個 々 の 債 権 の 事 情 に 応 じ た 合 理 的 な 基 準 に よ り 貸 倒

見 積 高 を 算 定 し 、 債 権 の 控 除 科 目 と し て 計 上 す る 。 た だ し 、 合 理 的 な 基 準 に

よ る こ と が 困 難 な 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 に は 、 過 去 ３ 年 間 の 実 績 に 基 づ い て

算 定 す る こ と が で き る 。  

２  貸 倒 引 当 金 に つ い て は 、 そ の 計 上 基 準 及 び 算 定 方 法 の ほ か 、 貸 倒 引 当 金 の

計 上 対 象 と な っ て い る 債 権 の 状 況 等 に つ い て 注 記 す る 。  

     第 ３ 目  有 価 証 券  

（ 有 価 証 券 ）  

第 ２ １ 条  有 価 証 券 と は 、 習 志 野 市 が 保 有 し て い る 債 権 等 及 び 政 策 目 的 以 外 の

目 的 を も っ て 保 有 す る 有 価 証 券 を い い 、 有 価 証 券 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 を

注 記 す る 。  

２  有 価 証 券 に つ い て は 、 満 期 保 有 目 的 有 価 証 券 及 び 満 期 保 有 目 的 以 外 の 有 価

証 券 に 区 分 す る 。  

（ 満 期 保 有 目 的 有 価 証 券 ）  

第 ２ ２ 条  満 期 保 有 目 的 有 価 証 券 と は 、 満 期 ま で 所 有 す る 意 図 を も っ て 保 有 し

て い る 債 権 を い う 。  

２  満 期 保 有 目 的 有 価 証 券 の 貸 借 対 照 表 価 額 の 測 定 は 、 償 却 原 価 法 に よ っ て 算

定 さ れ た 価 額 を 用 い る 。 た だ し 、 満 期 保 有 目 的 有 価 証 券 で 市 場 価 格 が あ る も

の に つ い て 、 市 場 価 格 が 著 し く 下 落 し た 場 合 に は 、 回 復 す る 見 込 が あ る と 認

め ら れ る と き を 除 き 、 市 場 価 格 を も っ て 貸 借 対 照 表 価 額 と す る 。 な お 、 債 権

の 市 場 価 格 の 下 落 率 が ３ ０ ％ 以 上 で あ る 場 合 に は 、 著 し く 下 落 し た と き に 該

当 す る も の と す る 。 こ の 強 制 評 価 減 に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、 純 資 産 変 動

計 算 書 の 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。 回 復 す る 見 込 み が あ る と

認 め ら れ 、 市 場 価 格 に よ っ て 評 価 し な い 場 合 に は 、 そ の 旨 、 そ の 理 由 及 び 市

場 価 格 と の 差 額 を 注 記 す る 。  

（ 満 期 保 有 目 的 以 外 の 市 場 価 格 が あ る 有 価 証 券 ）  

第 ２ ３ 条  満 期 保 有 目 的 以 外 の 有 価 証 券 の う ち 、 市 場 価 格 の あ る も の に つ い て
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は 、 基 準 日 時 点 に お け る 市 場 価 格 を も っ て 貸 借 対 照 表 価 額 と す る 。  

２  市 場 価 格 で の 評 価 替 え に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、 洗 替 方 式 に よ り 、 純 資

産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。  

３  市 場 価 格 の あ る も の に つ い て 、 市 場 価 格 が 著 し く 下 落 し た 場 合 に は 、 回 復

す る 見 込 み が あ る と 認 め ら れ る と き を 除 き 、 市 場 価 格 を も っ て 貸 借 対 照 表 価

額 と す る 。  

４  前 項 の 規 定 に よ る 強 制 評 価 減 に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、 純 資 産 変 動 計 算

書 の 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。 な お 、 有 価 証 券 の 市 場 価 格 の

下 落 率 が ３ ０ ％ 以 上 で あ る 場 合 に は 、 著 し く 下 落 し た と き に 該 当 す る も の と

す る 。 回 復 す る 見 込 み が あ る と 認 め ら れ 、 市 場 価 格 に よ っ て 評 価 し な い 場 合

に は 、 そ の 旨 、 そ の 理 由 及 び 市 場 価 格 と の 差 額 を 注 記 す る 。  

（ 満 期 保 有 目 的 以 外 の 市 場 価 格 が な い 有 価 証 券 ）  

第 ２ ４ 条  満 期 保 有 目 的 以 外 の 有 価 証 券 の う ち 、 市 場 価 格 の な い も の に つ い て

は 、 取 得 原 価 又 は 償 却 原 価 を も っ て 貸 借 対 照 表 価 額 と す る 。 た だ し 、 満 期 保

有 目 的 以 外 の 有 価 証 券 の う ち 、 市 場 価 格 の な い 株 式 に つ い て は 、 発 行 会 社 の

財 政 状 態 の 悪 化 に よ り 実 質 価 額 が 著 し く 低 下 し た 場 合 に は 、 相 当 の 減 額 を 行

う 。 な お 、 実 質 価 額 の 低 下 割 合 が ３ ０ ％ 以 上 で あ る 場 合 に は 、 著 し く 低 下 し

た と き に 該 当 す る も の と す る 。 こ の 強 制 評 価 減 に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、

純 資 産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。  

     第 ４ 目  投 資 等  

（ 投 資 等 ）  

第 ２ ５ 条  投 資 等 は 、 出 資 金 、 基 金 ・ 積 立 金 及 び そ の 他 の 投 資 に 分 類 し て 表 示

す る 。  

（ 出 資 金 ）  

第 ２ ６ 条  出 資 金 は 、 公 有 財 産 と し て 管 理 さ れ て い る 出 資 等 の う ち 、 習 志 野 市

が 政 策 目 的 を も っ て 保 有 す る も の を い う 。 た だ し 、 政 策 目 的 を も っ て 保 有 し

て い な い 有 価 証 券 に つ い て は 、 有 価 証 券 と し て 計 上 す る 。  

（ 市 場 性 が あ る 出 資 金 ）  

第 ２ ７ 条  出 資 金 の う ち 、 市 場 価 格 が あ る も の は 、 基 準 日 時 点 に お け る 市 場 価

格 を も っ て 貸 借 対 照 表 価 額 と す る 。  
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２  市 場 価 格 で の 評 価 替 え に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、 洗 替 方 式 に よ り 、 純 資

産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。 た だ し 、 市 場 価 格

の あ る も の に つ い て 、 市 場 価 格 が 著 し く 下 落 し た 場 合 に は 、 回 復 す る 見 込 み

が あ る と 認 め ら れ る と き を 除 き 、 市 場 価 格 を も っ て 貸 借 対 照 表 価 額 と す る 。  

３  前 項 の 強 制 評 価 減 に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、 純 資 産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・

換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。 な お 、 市 場 価 格 の 下 落 率 が ３ ０ ％ 以 上 で

あ る 場 合 に は 、 著 し く 下 落 し た と き に 該 当 す る も の と す る 。 回 復 す る 見 込 み

が あ る と 認 め ら れ 、 市 場 価 格 に よ っ て 評 価 し な い 場 合 に は 、 そ の 旨 、 そ の 理

由 及 び 市 場 価 格 と の 差 額 を 注 記 す る 。  

（ 市 場 性 が な い 出 資 金 ）  

第 ２ ８ 条  出 資 金 の う ち 、 市 場 価 格 が な い も の は 、 出 資 金 額 を も っ て 貸 借 対 照

表 価 額 と す る 。 た だ し 、 市 場 価 格 の な い も の に つ い て 、 出 資 先 の 財 政 状 態 の

悪 化 に よ り 出 資 金 の 価 値 が 著 し く 低 下 し た 場 合 に は 、 相 当 の 減 額 を 行 う 。 な

お 、 出 資 金 の 価 値 の 低 下 割 合 が ３ ０ ％ 以 上 で あ る 場 合 に は 、 著 し く 低 下 し た

と き に 該 当 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 強 制 評 価 減 に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、 純 資 産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・

換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。  

（ 基 金 ・ 積 立 金 ）  

第 ２ ９ 条  基 金 ・ 積 立 金 は 、 財 政 調 整 基 金 、 減 債 基 金 及 び そ の 他 の 基 金 ・ 積 立

金 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

２  財 政 調 整 基 金 と は 、 財 政 の 健 全 な 運 営 に 資 す る た め に 積 立 て ら れ た 基 金 を

い う 。  

３  減 債 基 金 と は 、 市 債 の 償 還 に 必 要 な 財 源 を 確 保 す る た め に 積 立 て ら れ た 基

金 を い う 。  

４  そ の 他 の 基 金 ・ 積 立 金 と は 、 基 金 ・ 積 立 金 の う ち 財 政 調 整 基 金 及 び 市 債 管

理 基 金 以 外 の 基 金 ・ 積 立 金 を い う 。  

（ そ の 他 の 投 資 ）  

第 ３ ０ 条  そ の 他 の 投 資 と は 、 出 資 金 、 基 金 及 び 積 立 金 以 外 の 投 資 等 を い う 。  

  第 ３ 節  非 金 融 資 産  

   第 1 款  非 金 融 資 産  
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（ 非 金 融 資 産 ）  

第 ３ １ 条  非 金 融 資 産 は 、 事 業 用 資 産 、 イ ン フ ラ 資 産 及 び 繰 延 資 産 に 分 類 し て

表 示 す る 。  

   第 ２ 款  事 業 用 資 産  

    第 1 目  事 業 用 資 産  

（ 事 業 用 資 産 ）  

第 ３ ２ 条  事 業 用 資 産 と は 、 資 産 形 成 の た め の 資 本 的 支 出 が な さ れ た 後 、 将 来

の 経 済 的 便 益 の 流 入 が 見 込 ま れ る 非 金 融 資 産 を い う 。 事 業 用 資 産 は 、 有 形 固

定 資 産 、 無 形 固 定 資 産 及 び 棚 卸 資 産 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

     第 ２ 目  有 形 固 定 資 産  

（ 有 形 固 定 資 産 ）  

第 ３ ３ 条  事 業 用 資 産 と し て の 有 形 固 定 資 産 は 、 種 類 ご と に 表 示 科 目 を 設 け て

計 上 す る 。  

２  有 形 固 定 資 産 は 、 土 地 、 立 木 竹 、 建 物 、 工 作 物 、 機 械 器 具 、 物 品 、 船 舶 、

航 空 機 、 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 、 建 設 仮 勘 定 等 の 表 示 科 目 を 用 い 、 減 価 償 却

の 方 法 に つ い て 注 記 す る 。 た だ し 、 売 却 を 前 提 と し て 保 有 し て い る 公 有 財 産

に つ い て は 、 棚 卸 資 産 と し て 計 上 す る 。  

３  公 有 財 産 と し て 管 理 さ れ て い る 土 地 、 建 物 等 に つ い て は 、 原 則 と し て 公 有

財 産 台 帳 の 計 数 を 基 礎 と し て 定 期 的 に 再 評 価 を し た 上 で 貸 借 対 照 表 価 額 を 測

定 す る 。  

（ 非 償 却 資 産 ）  

第 ３ ４ 条  非 償 却 資 産 に つ い て は 、 公 有 財 産 台 帳 価 格 で 計 上 す る 。  

（ 償 却 資 産 ）  

第 ３ ５ 条  償 却 資 産 に つ い て は 、 価 格 改 定 年 度 以 外 の 年 度 に お い て は 減 価 償 却

費 ・ 直 接 資 本 減 耗 が 台 帳 価 格 に 反 映 さ れ な い こ と か ら 、 価 格 改 定 に 適 用 さ れ

る 減 価 償 却 費 ・ 直 接 資 本 減 耗 の 方 法 に よ り 減 価 償 却 費 ・ 直 接 資 本 減 耗 相 当 額

を 算 出 し 、 公 有 財 産 台 帳 価 格 か ら 当 該 減 価 償 却 費 ・ 直 接 資 本 減 耗 相 当 額 を 控

除 し た 後 の 価 額 を 計 上 す る 。  

（ 取 得 原 価 の 推 計 ）  

第 ３ ６ 条  公 有 財 産 台 帳 の 計 数 を 基 礎 と す る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 イ ン フ ラ 資
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産 の 測 定 と 同 様 に 過 去 の 用 地 費 や 事 業 費 等 を 累 計 す る こ と に よ り 取 得 原 価 を

推 計 す る こ と と す る 。  

（ 再 評 価 差 額 ）  

第 ３ ７ 条  有 形 固 定 資 産 に か か る 公 有 財 産 台 帳 の 価 格 改 定 に 伴 う 再 評 価 差 額 に

つ い て は 、 純 資 産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。  

２  土 地 は 原 則 と し て ３ 年 ご と に 再 評 価 を 行 う 。 た だ し 、 当 該 年 度 の 期 末 に お

い て 、 時 価 変 動 が ５ ％ 以 上 に な る こ と が 明 ら か な 場 合 は 、 再 評 価 を 行 い 、 当

該 年 度 末 の 帳 簿 価 額 に 反 映 さ せ る 。  

（ 処 分 損 益 ）  

第 ３ ８ 条  公 有 財 産 の 処 分 時 に お い て は 、 台 帳 価 格 （ 償 却 資 産 の 場 合 は 減 価 償

却 費 ・ 直 接 資 本 減 耗 相 当 額 を 控 除 し た 後 の 価 額 ） に 基 づ い て 処 分 損 益 を 算 定

す る 。  

（ 物 品 ）  

第 ３ ９ 条  物 品 に つ い て は 、 取 得 価 格 又 は 見 積 価 格 が ５ ０ 万 円 以 上 の 重 要 物 品

を 計 上 す る 。  

２  物 品 管 理 簿 等 の 記 載 価 格 を 基 礎 と し 、 減 価 償 却 を 行 い 、 当 該 減 価 償 却 費 相

当 額 を 控 除 し た 後 の 価 額 を 計 上 す る 。 な お 、 物 品 の 耐 用 年 数 に つ い て は 、 原

則 と し て 、 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第

１ ５ 号 ） に 定 め る 耐 用 年 数 を 基 準 と す る 。  

（ 建 設 仮 勘 定 ）  

第 ４ ０ 条  建 設 仮 勘 定 は 、 目 的 と す る 完 成 物 を 単 位 と し て 、 建 設 中 の 建 物 や 製

作 中 の 機 械 等 、 未 完 成 の 有 形 固 定 資 産 へ の 支 出 等 を 仮 に 計 上 す る 。 有 形 固 定

資 産 が 完 成 し 、 事 業 の 用 に 供 し た 時 点 で 、 当 該 金 額 を そ れ ぞ れ の 勘 定 に 振 り

替 え て 計 上 す る 。  

     第 ３ 目  無 形 固 定 資 産  

（ 無 形 固 定 資 産 ）   

第 ４ １ 条  事 業 用 資 産 と し て の 無 形 固 定 資 産 は 、 そ の 種 類 ご と に 表 示 科 目 を 設

け て 計 上 す る 。  

２  無 形 固 定 資 産 は 、 地 上 権 、 著 作 権 、 特 許 権 、 ソ フ ト ウ ェ ア 、 電 話 加 入 権 、

そ の 他 無 形 固 定 資 産 等 の 表 示 科 目 を 用 い る 。 ま た 、 減 価 償 却 の 方 法 に つ い て
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注 記 す る 。   

（ 地 上 権 等 ）  

第 ４ ２ 条  公 有 財 産 と し て 管 理 さ れ て い る 地 上 権 等 の 用 益 物 権 に つ い て は 、 取

得 価 額 を も っ て 開 始 時 簿 価 と す る 。  

２  公 有 財 産 台 帳 上 、 価 格 改 定 時 に 償 却 が 反 映 さ れ て い な い も の （ 地 上 権 等 の

用 益 物 権 等 を い う 。）に つ い て は 償 却 を 要 し な い が 、そ の 他 の 償 却 資 産 は 償 却

を 行 う こ と と し 、 実 施 料 等 の 見 積 価 格 で 公 有 財 産 台 帳 に 計 上 さ れ て い る も の

に つ い て は 、 実 施 料 等 相 当 額 を 償 却 し 、 当 該 実 施 料 等 相 当 額 を 控 除 し た 後 の

価 額 を 計 上 す る 。  

（ 著 作 権 、 特 許 権 等 ）  

第 ４ ３ 条  公 有 財 産 と し て 管 理 さ れ て い る 著 作 権 、 特 許 権 、 商 標 権 等 の 無 体 財

産 権 に つ い て は 、 原 則 と し て 公 有 財 産 台 帳 の 計 数 を 基 礎 と し て 開 始 時 簿 価 と

す る 。  

２  著 作 権 、 特 許 権 、 商 標 権 等 の 無 体 財 産 権 に つ い て は 、 財 務 省 令 に 定 め る 償

却 資 産 と し て 定 額 法 に よ り 償 却 を 行 う 。  

（ ソ フ ト ウ ェ ア ）  

第 ４ ４ 条  ソ フ ト ウ ェ ア は 、 研 究 開 発 費 に 該 当 し な い ソ フ ト ウ ェ ア の 取 得 ・ 制

作 費 で あ っ て 、 当 該 ソ フ ト ウ ェ ア の 利 用 に よ り 将 来 の 費 用 削 減 が 確 実 で あ る

と 認 め ら れ る も の を 計 上 す る 。  

２  計 上 価 額 は 、 当 該 ソ フ ト ウ ェ ア の 取 得 に 要 し た 費 用 （ 過 去 に 遡 っ て 算 出 す

る こ と が 困 難 な 場 合 、 ５ 年 間 の 開 発 費 等 の 累 計 ） を 資 産 価 額 と す る 。   

（ 電 話 加 入 権 ）  

第 ４ ５ 条  電 話 加 入 権 は 、 取 得 原 価 で 計 上 す る 。 た だ し 、 開 始 時 簿 価 は 備 忘 価

額 １ 円 と す る 。  

（ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）  

第 ４ ６ 条  そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 は 、 地 上 権 等 、 著 作 権 、 特 許 権 等 、 ソ フ ト ウ

ェ ア 及 び 電 話 加 入 権 以 外 の 無 形 固 定 資 産 等 を い う 。  

（ 再 評 価 差 額 ）  

第 ４ ７ 条  無 形 固 定 資 産 に か か る 公 有 財 産 台 帳 の 価 格 改 定 に 伴 う 再 評 価 差 額 に

つ い て は 、 純 資 産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。  
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（ 処 分 損 益 ）  

第 ４ ８ 条  公 有 財 産 の 処 分 時 に お い て は 、 台 帳 価 格 に 基 づ い て 処 分 損 益 を 算 定

す る 。  

第 ４ 目  棚 卸 資 産  

（ 棚 卸 資 産 ）  

第 ４ ９ 条  事 業 用 資 産 と し て の 棚 卸 資 産 は 、 原 則 と し て 一 括 し て 計 上 す る 。 た

だ し 、 金 額 的 に 重 要 性 が あ る 商 品 （ 販 売 の 目 的 を も っ て 所 有 す る 土 地 、 建 物

そ の 他 の 不 動 産 を 含 む 。）、製 品 、半 製 品（ 自 製 部 分 品 を 含 む 。）等 に つ い て は 、

独 立 の 科 目 で 表 示 す る 。  

（ 貸 借 対 照 表 価 額 の 測 定 ）  

第 ５ ０ 条  棚 卸 資 産 の 貸 借 対 照 表 価 額 の 測 定 に つ い て は 、 公 有 財 産 台 帳 の 計 数

を 基 礎 と し て 再 評 価 を し て 測 定 す る 土 地 、 建 物 等 を 除 き 、 原 則 と し て 、 そ れ

ぞ れ の 種 類 ご と に 取 得 原 価 に よ り 計 上 し 、 そ の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 を 注 記

す る 。 た だ し 、 時 価 が 取 得 原 価 よ り 著 し く 下 落 し た 場 合 に は 、 回 復 す る 見 込

み が あ る と 認 め ら れ る と き を 除 き 、 時 価 を も っ て 貸 借 対 照 表 価 額 と す る 。  

２  前 項 の 強 制 評 価 減 に 係 る 評 価 差 額 に つ い て は 、 純 資 産 変 動 計 算 書 の 評 価 ・

換 算 差 額 等 の 変 動 と し て 計 上 す る 。な お 、回 復 す る 見 込 み が あ る と 認 め ら れ 、

時 価 に よ っ て 評 価 し な い 場 合 に は 、 そ の 旨 、 そ の 理 由 及 び 時 価 と の 差 額 を 注

記 す る 。  

   第 ３ 款  イ ン フ ラ 資 産  

（ イ ン フ ラ 資 産 ）  

第 ５ １ 条  イ ン フ ラ 資 産 は 、 資 産 形 成 の た め の 資 本 的 支 出 が な さ れ た 後 、 将 来

の 経 済 的 便 益 （ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー ） の 流 入 が 見 込 ま れ な い 非 金 融 資 産 を い

う 。  

２  イ ン フ ラ 資 産 は 、そ の 種 類 ご と に 表 示 科 目 を 設 け て 計 上 す る 。具 体 的 に は 、

公 共 用 財 産 用 地 （ 土 地 相 当 額 ）、 公 共 用 財 産 施 設 （ 建 物 相 当 額 ）、 そ の 他 公 共

用 財 産 、 公 共 用 財 産 建 設 仮 勘 定 （ イ ン フ ラ 資 産 の 建 設 の た め に 支 出 し た 手 付

金 ・ 前 渡 金 等 ） 等 の 表 示 科 目 を 用 い る 。 ま た 、 直 接 資 本 減 耗 の 方 法 に つ い て

注 記 す る 。  

（ 貸 借 対 照 表 価 額 の 測 定 ）  
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第 ５ ２ 条  イ ン フ ラ 資 産 の 貸 借 対 照 表 価 額 の 測 定 に つ い て は 、 原 則 と し て 過 去

の 用 地 費 や 事 業 費 等 を 累 計 （ 累 積 ） す る こ と に よ り 取 得 原 価 を 推 計 す る こ と

と す る 。  

２  非 償 却 資 産 で あ る 公 共 用 財 産 用 地 に つ い て は 、 用 地 費 等 を 累 計 （ 累 積 ） し

た 価 額 を 計 上 す る 。  

３  償 却 資 産 で あ る 公 共 用 財 産 施 設 に つ い て は 、過 去 の 事 業 費 等 を 累 計（ 累 積 ）

す る こ と に よ り 資 産 価 額 を 推 計 し 、 さ ら に 定 額 法 に よ り 直 接 資 本 減 耗 相 当 額

を 算 出 し 、 当 該 資 産 価 額 か ら 、 当 該 直 接 資 本 減 耗 相 当 額 を 控 除 し た 後 の 価 額

を 計 上 す る 。  

   第 ４ 款  繰 延 資 産  

（ 繰 延 資 産 ）  

第 ５ ３ 条  繰 延 資 産 は 、 将 来 の 期 間 に 影 響 す る 特 定 の 費 用 で 、 す で に 代 価 の 支

払 が 完 了 し 、 又 は 支 払 義 務 が 確 定 し 、 こ れ に 対 応 す る 役 務 の 提 供 を 受 け た に

も か か わ ら ず 、 そ の 効 果 が 将 来 に わ た っ て 発 現 す る も の と 期 待 さ れ る 費 用 を

い う 。  

２  公 債 発 行 費 、 公 債 発 行 差 金 、 開 発 費 、 試 験 研 究 費 等 の 費 用 は 、 そ の 効 果 が

及 ぶ 数 期 間 に 合 理 的 に 配 分 す る た め 、 経 過 的 に 貸 借 対 照 表 上 繰 延 資 産 と し て

計 上 す る こ と が で き る 。  

第 ３ 章  負 債  

    第 １ 節  負 債  

（ 負 債 ）  

第 ５ ４ 条  負 債 は 、 そ の 形 態 を 表 す 科 目 に よ っ て 表 示 す る 。 ま た 、 負 債 の 貸 借

対 照 表 価 額 の 測 定 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ の 負 債 の 性 質 に 応 じ た 評 価 基 準 及 び

評 価 方 法 を 用 い る 。  

２  負 債 は 、 流 動 負 債 及 び 非 流 動 負 債 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

    第 ２ 節  流 動 負 債  

（ 未 払 金 及 び 未 払 費 用 ）  

第 ５ ５ 条  未 払 金 及 び 未 払 費 用 は 、 基 準 日 時 点 ま で に 支 払 義 務 発 生 の 原 因 が 生

じ て お り 、 そ の 金 額 が 確 定 し 、 又 は 合 理 的 に 見 積 も る こ と が で き る も の （ 以

下 「 未 払 金 」 と い う 。）、 一 定 の 契 約 に 従 い 、 継 続 し て 役 務 提 供 を 受 け て い る
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場 合 、 基 準 日 時 点 に お い て 既 に 提 供 さ れ た 役 務 に 対 し て 未 だ そ の 対 価 の 支 払

を 終 え て い な い も の （ 以 下 「 未 払 費 用 」 と い う 。） を 一 括 し て 計 上 す る 。  

（ 前 受 金 及 び 前 受 収 益 ）  

第 ５ ６ 条  前 受 金 及 び 前 受 収 益 は 、 基 準 日 時 点 に お い て 、 代 金 の 納 入 は 受 け て

い る が 、 こ れ に 対 す る 義 務 の 履 行 を 行 っ て い な い も の （ 以 下 「 前 受 金 」 と い

う 。）、 一 定 の 契 約 に 従 い 、 継 続 し て 役 務 の 提 供 を 行 う 場 合 、 基 準 日 時 点 に お

い て 未 だ 提 供 し て い な い 役 務 に 対 し 支 払 を 受 け た も の （ 以 下 「 前 受 収 益 」 と

い う 。） を 一 括 し て 計 上 す る 。  

（ 引 当 金 ）  

第 ５ ７ 条  流 動 負 債 と し て の 引 当 金 は 、 そ の 種 類 ご と に 賞 与 引 当 金 等 の 表 示 科

目 を 設 け て 計 上 す る 。  

（ 賞 与 引 当 金 ）  

第 ５ ８ 条  賞 与 引 当 金 は 、 基 準 日 時 点 ま で の 期 間 に 対 応 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉

手 当 の 部 分 を 計 上 す る 。 ま た 、 賞 与 引 当 金 の 計 上 基 準 及 び 算 定 方 法 に つ い て

注 記 す る 。  

（ 預 り 金 及 び 保 管 金 等 ）  

第 ５ ９ 条  預 り 金 及 び 保 管 金 等 と は 、 基 準 日 時 点 に お い て 、 第 三 者 か ら 寄 託 さ

れ た 資 産 に か か る 見 返 負 債 を い う 。  

（ 公 債 （ 短 期 ））  

第 ６ ０ 条  公 債 （ 短 期 ） と は 、 習 志 野 市 が 発 行 し た 公 債 の う ち 、 １ 年 以 内 に 償

還 予 定 の も の を い う 。 公 債 の 貸 借 対 照 表 価 額 は 、 残 高 （ 額 面 額 ） と し 、 公 債

発 行 差 金 等 は 繰 延 資 産 と し て 、 負 債 金 額 と 両 建 て で 表 示 す る 。  

（ 短 期 借 入 金 ）  

第 ６ １ 条  短 期 借 入 金 と は 、 民 間 金 融 機 関 等 か ら の 借 入 残 高 の う ち 、 １ 年 以 内

に 返 済 予 定 の も の を い う 。  

（ そ の 他 の 流 動 負 債 ）  

第 ６ ２ 条  そ の 他 の 流 動 負 債 は 、 未 払 金 及 び 未 払 費 用 、 前 受 金 及 び 前 受 収 益 、

引 当 金 、預 り 金（ 保 管 金 等 ）、公 債（ 短 期 ）及 び 短 期 借 入 金 以 外 の 流 動 負 債 を

い う 。  

  第 ３ 節  非 流 動 負 債  
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（ 公 債 ）  

第 ６ ３ 条  公 債 と は 、 習 志 野 市 が 発 行 し た 公 債 の う ち 、 償 還 予 定 が 1 年 超 の も

の を い う 。 公 債 の 貸 借 対 照 表 価 額 は 、 残 高 （ 額 面 額 ） と し 、 公 債 発 行 差 金 等

は 繰 延 資 産 と し て 、 負 債 金 額 と 両 建 て で 表 示 す る 。  

（ 借 入 金 ）  

第 ６ ４ 条  借 入 金 と は 、 民 間 金 融 機 関 等 か ら の 借 入 残 高 の う ち 、 返 済 予 定 が 一

年 超 の も の を い う 。  

（ 引 当 金 ）  

第 ６ ５ 条  非 流 動 負 債 と し て の 引 当 金 は 、 そ の 種 類 ご と に 退 職 給 付 引 当 金 及 び

そ の 他 の 引 当 金 等 の 表 示 科 目 を 設 け て 計 上 す る 。  

（ 退 職 給 付 引 当 金 ）  

第 ６ ６ 条  退 職 給 付 引 当 金 は 、 退 職 手 当 の う ち 既 に 労 働 提 供 が 行 わ れ て い る 部

分 に つ い て 、 期 末 要 支 給 額 方 式 で 算 定 し た も の を 計 上 し 、 退 職 給 付 引 当 金 の

計 上 基 準 及 び 算 定 方 法 に つ い て 注 記 す る 。  

（ そ の 他 の 非 流 動 負 債 ）  

第 ６ ７ 条  そ の 他 の 非 流 動 負 債 と は 、 公 債 、 借 入 金 及 び 引 当 金 以 外 の 非 流 動 負

債 を い う 。   

 第 ４ 章  純 資 産  

  第 １ 節  純 資 産  

（ 純 資 産 ）  

第 ６ ８ 条  純 資 産 は 、 そ の 形 態 を 表 す 科 目 に よ っ て 表 示 す る 。  

２  純 資 産 は 、 純 資 産 の 源 泉 又 は 運 用 先 と の 対 応 に よ っ て 、 そ の 内 部 構 成 を 財

源 、 資 産 形 成 充 当 財 源 （ 調 達 源 泉 別 ） 及 び そ の 他 の 純 資 産 に 区 分 し て 表 示 す

る 。  

  第 ２ 節  財 源  

（ 財 源 ）  

第 ６ ９ 条  財 源 は 、 習 志 野 市 の 費 消 可 能 な 資 源 （ 税 金 、 国 庫 支 出 金 等 、 習 志 野

市 が 調 達 し た 償 還 不 要 の 資 源 を い う 。）の 蓄 積 を い い 、原 則 と し て 資 金 の 形 態

で 保 有 さ れ る 。  

  第 ３ 節  資 産 形 成 充 当 財 源  
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（ 資 産 形 成 充 当 財 源 ）  

第 ７ ０ 条  資 産 形 成 充 当 財 源 は 、 資 産 形 成 の た め に 調 達 し た 源 泉 別 資 源 の 蓄 積

を い い 、 原 則 と し て 固 定 資 産 、 金 融 資 産 等 資 金 以 外 の 形 態 で 保 有 さ れ る 。  

（ 分 類 表 示 ）  

第 ７ １ 条  資 産 形 成 充 当 財 源 は 、 調 達 源 泉 別 に 税 収 、 社 会 保 険 料 、 移 転 収 入 、

公 債 等 、 そ の 他 の 財 源 の 調 達 及 び 評 価 ・ 換 算 差 額 等 に 分 類 し て 表 示 す る 。 な

お 、公 債 等 は 資 産（ 固 定 資 産 及 び 長 期 金 融 資 産 を い う 。）を 形 成 す る 際 に 調 達

し た 建 設 公 債 等 を い い 、 赤 字 公 債 を 含 め て す べ て の 公 債 残 高 を 意 味 す る 負 債

に 属 す る 公 債 と は 異 な る も の と す る 。  

  第 ４ 節  そ の 他 の 純 資 産  

（ そ の 他 の 純 資 産 ）  

第 ７ ２ 条  そ の 他 の 純 資 産 は 、 上 記 財 源 、 資 産 形 成 充 当 財 源 以 外 の 純 資 産 を い

う 。 た だ し 、 開 始 時 未 分 析 残 高 （ 開 始 貸 借 対 照 表 に お い て 、 資 産 形 成 に 関 す

る 財 源 充 当 等 が 不 明 確 な も の を い う 。）に つ い て は 、以 後 、金 額 を 固 定 し た 上

で 、 そ の 他 の 純 資 産 の 内 訳 と し て 独 立 の 科 目 で 表 示 す る 。  

第 ３ 編  行 政 コ ス ト 計 算 書  

第 １ 章  行 政 コ ス ト 計 算 書  

（ 作 成 目 的 ）  

第 ７ ３ 条  行 政 コ ス ト 計 算 書 は 、 会 計 期 間 中 の 習 志 野 市 の 業 績 （ 費 用 ・ 収 益 の

取 引 高 を い う 。） を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 作 成 す る 。  

（ 作 成 方 法 ）  

第 ７ ４ 条  行 政 コ ス ト 計 算 書 は 、 別 記 第 ２ 号 様 式 に よ り 記 載 す る 。 な お 、 習 志

野 市 に 固 有 の 費 用 ・ 収 益 に つ い て は 、 適 宜 、 表 示 科 目 を 追 加 す る 。  

（ 作 成 基 準 ）   

第 ７ ５ 条  行 政 コ ス ト 計 算 書 は 、 経 常 費 用 及 び 経 常 収 益 に 区 分 し て 表 示 す る 。

こ の う ち 、 経 常 費 用 合 計 は 総 行 政 コ ス ト を 意 味 す る 。  

２  経 常 費 用 合 計 か ら 経 常 収 益 合 計 を 控 除 し て 計 算 さ れ る 純 経 常 費 用 は 純 行 政

コ ス ト を 意 味 す る 。  

３  行 政 コ ス ト 計 算 書 の 収 支 尻 と し て 計 算 さ れ る 純 経 常 費 用 （ 純 行 政 コ ス ト を

い う 。） は 、 純 資 産 変 動 計 算 書 （ 財 源 変 動 の 部 ） に 振 替 え ら れ る こ と に よ り 、

17



純 経 常 費 用 へ の 財 源 措 置 と 連 動 す る 。  

 第 ２ 章  経 常 費 用  

  第 １ 節  経 常 費 用  

（ 経 常 費 用 ）  

第 ７ ６ 条  経 常 費 用 は 、 毎 会 計 年 度 、 経 常 的 に 発 生 す る も の を い う 。  

２  経 常 費 用 は 、「 経 常 業 務 費 用 」 及 び 「 経 常 移 転 支 出 」 に 分 類 し て 表 示 す る 。 

 第 ２ 節  経 常 業 務 費 用  

  第 1 款  経 常 業 務 費 用  

（ 経 常 業 務 費 用 ）  

第 ７ ７ 条  経 常 業 務 費 用 は 、 人 件 費 、 物 件 費 、 経 費 及 び 業 務 関 連 費 用 に 分 類 し

て 表 示 す る 。  

   第 ２ 款  人 件 費  

（ 人 件 費 ）  

第 ７ ８ 条  人 件 費 は 、 議 員 歳 費 、 職 員 給 料 、 賞 与 引 当 金 繰 入 、 退 職 給 付 費 用 及

び そ の 他 の 人 件 費 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 議 員 歳 費 ）  

第 ７ ９ 条  議 員 歳 費 と は 、 市 議 会 議 員 に 支 払 わ れ る 報 酬 を い う 。   

（ 職 員 給 料 ）  

第 ８ ０ 条  職 員 給 料 と は 、 職 員 等 に 対 し て 勤 労 の 対 価 や 報 酬 と し て 支 払 わ れ る

費 用 を い う 。   

（ 賞 与 引 当 金 繰 入 ）  

第 ８ １ 条  賞 与 引 当 金 繰 入 は 、 基 準 日 時 点 ま で の 期 間 に 対 応 す る 期 末 手 当 ・ 勤

勉 手 当 の 部 分 を 計 上 し 、 賞 与 引 当 金 の 計 上 基 準 及 び 算 定 方 法 に つ い て 注 記 す

る 。  

（ 退 職 給 付 費 用 ）  

第 ８ ２ 条  退 職 給 付 費 用 は 、職 員 等 に 対 す る 将 来 の 退 職 金 支 払 い に 備 え る た め 、

基 準 日 時 点 に お け る 将 来 負 担 額 の 合 理 的 な 見 積 り 額 の う ち 、 当 会 計 年 度 発 生

額 を 計 上 す る 。  

（ そ の 他 の 人 件 費 ）  

第 ８ ３ 条  そ の 他 の 人 件 費 と は 、 議 員 歳 費 、 職 員 給 料 、 賞 与 引 当 金 繰 入 及 び 退
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職 給 付 費 用 以 外 の 人 件 費 を い う 。  

   第 ３ 款  物 件 費   

（ 物 件 費 ）  

第 ８ ４ 条  物 件 費 は 、 物 品 購 入 費 、 維 持 補 修 費 、 減 価 償 却 費 及 び そ の 他 の 物 件

費 に 分 類 し て 表 示 す る 。   

（ 物 件 購 入 費 ）  

第 ８ ５ 条  物 品 購 入 費 と は 、 消 耗 品 や 事 務 用 品 の 購 入 費 用 や 資 産 計 上 さ れ な い

備 品 購 入 費 等 を い う 。  

（ 維 持 補 修 費 ）  

第 ８ ６ 条  維 持 補 修 費 と は 、 資 産 の 機 能 維 持 の た め に 必 要 な 修 繕 費 等 を い う 。  

（ 減 価 償 却 費 ）  

第 ８ ７ 条  減 価 償 却 費 と は 、 事 業 用 資 産 に つ い て 、 一 定 の 耐 用 年 数 に 基 づ き 計

算 さ れ た 当 該 会 計 期 間 中 の 負 担 と な る 資 産 価 値 減 少 金 額 を い う 。  

２  減 価 償 却 費 は 、 当 該 事 業 用 資 産 を 取 得 し た 翌 年 度 か ら 計 上 す る 。  

（ そ の 他 の 物 件 費 ）  

第 ８ ８ 条  そ の 他 の 物 件 費 と は 、 物 品 購 入 費 、 維 持 補 修 費 及 び 減 価 償 却 費 以 外

の 物 件 費 を い う 。  

   第 ４ 款  経 費  

（ 経 費 ）  

第 ８ ９ 条  経 費 は 、 業 務 費 、 委 託 費 、 貸 倒 引 当 金 繰 入 及 び そ の 他 の 経 費 に 分 類

し て 表 示 す る 。   

（ 業 務 費 ）  

第 ９ ０ 条  業 務 費 と は 、 習 志 野 市 が 地 方 公 共 団 体 と し て の 業 務 を 遂 行 し て い く

上 で か か る 経 費 を い う 。  

（ 委 託 費 ）  

第 ９ １ 条  委 託 費 と は 、 習 志 野 市 が 委 託 し た 業 務 に か か る 経 費 を い う 。  

（ 貸 倒 引 当 金 繰 入 ）  

第 ９ ２ 条  貸 倒 引 当 金 繰 入 は 、 貸 付 金 等 の 債 権 に つ き 、 債 務 者 か ら 返 済 の な い

こ と が 確 定 し た 金 額 及 び 返 済 の 可 能 性 が 低 い も の と し て 合 理 的 に 見 積 も っ た

金 額 を 計 上 す る 。  
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（ そ の 他 の 経 費 ）  

第 ９ ３ 条  そ の 他 の 経 費 と は 、 業 務 費 、 委 託 費 及 び 貸 倒 引 当 金 繰 入 以 外 の 経 費

を い う 。  

第 ５ 款  業 務 関 連 費 用  

（ 業 務 関 連 費 用 ）  

第 ９ ４ 条  業 務 関 連 費 用 は 、 公 債 費 の 利 払 分 、 借 入 金 支 払 利 息 、 資 産 売 却 損 及

び そ の 他 の 業 務 関 連 費 用 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 公 債 費 の 利 払 分 ）  

第 ９ ５ 条  公 債 費 の 利 払 分 と は 、 習 志 野 市 が 発 行 し て い る 公 債 に か か る 利 息 負

担 金 額 を い う 。  

（ 借 入 金 支 払 利 息 ）  

第 ９ ６ 条  借 入 金 支 払 利 息 と は 、 他 の 団 体 ・ 金 融 機 関 等 か ら の 借 入 金 に か か る

利 息 負 担 金 額 を い う 。  

（ 資 産 売 却 損 ）  

第 ９ ７ 条  資 産 売 却 損 と は 、 習 志 野 市 が 市 有 財 産 等 を 売 却 し て 損 失 が 発 生 し た

場 合 の 額 を い う 。  

（ そ の 他 の 業 務 関 連 費 用 ）  

第 ９ ８ 条  そ の 他 の 業 務 関 連 費 用 と は 、公 債 費（ 利 払 分 ）、借 入 金 支 払 利 息 及 び

資 産 売 却 損 以 外 の 費 用 を い う 。  

  第 ３ 節  経 常 移 転 支 出  

（ 経 常 移 転 支 出 ）  

第 ９ ９ 条  経 常 移 転 支 出 と は 、 毎 会 計 年 度 、 経 常 的 に 発 生 す る 非 交 換 性 （ 非 対

価 性 ） 支 出 を い う 。  

２  経 常 移 転 支 出 は 、 他 会 計 へ の 移 転 支 出 、 補 助 金 等 移 転 支 出 、 社 会 保 障 関 係

費 移 転 支 出 及 び そ の 他 の 経 常 移 転 支 出 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 他 会 計 へ の 移 転 支 出 ）  

第 １ ０ ０ 条  他 会 計 へ の 支 出 と は 、 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 、 公 共 下 水 道 事 業 特

別 会 計 及 び 介 護 保 険 特 別 会 計 等 へ の 一 般 会 計 か ら の 繰 出 金 と し て の 支 出 を い

う 。  

（ 補 助 金 等 移 転 支 出 ）  
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第 １ ０ １ 条  補 助 金 等 移 転 支 出 と は 、 政 策 目 的 に よ る 補 助 金 等 の 支 出 を い う 。  

（ 社 会 保 障 関 係 費 等 移 転 支 出 ）  

第 １ ０ ２ 条  社 会 保 障 関 係 費 等 移 転 支 出 と は 、 社 会 保 障 給 付 と し て の 支 出 を い

う 。  

（ そ の 他 の 経 常 移 転 支 出 ）  

第 １ ０ ３ 条  そ の 他 の 経 常 移 転 支 出 は 、 他 会 計 へ の 移 転 支 出 、 補 助 金 等 移 転 支

出 及 び 社 会 保 障 関 係 費 等 移 転 支 出 以 外 の 経 常 移 転 支 出 を い う 。  

第 ３ 章  経 常 収 益  

  第 １ 節  経 常 収 益  

（ 経 常 収 益 ）  

第 １ ０ ４ 条  経 常 収 益 は 、 毎 会 計 年 度 、 経 常 的 に 発 生 す る も の を い う 。  

  第 ２ 節  経 常 業 務 収 益  

   第 1 款  経 常 業 務 収 益  

（ 経 常 業 務 収 益 ）  

第 １ ０ ５ 条  業 務 収 益 は 、 業 務 収 益 及 び 業 務 関 連 収 益 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

第 ２ 款  業 務 収 益  

（ 業 務 収 益 ）  

第 １ ０ ６ 条  業 務 収 益 は 、自 己 収 入 及 び そ の 他 の 業 務 収 益 に 分 類 し て 表 示 す る 。 

（ 自 己 収 入 ）  

第 １ ０ ７ 条  自 己 収 入 と は 、 習 志 野 市 が そ の 活 動 と し て 一 定 の 財 ・ サ ー ビ ス を

提 供 す る 場 合 に 、 当 該 財 ・ サ ー ビ ス の 対 価 と し て 使 用 料 ・ 手 数 料 等 の 形 態 で

徴 収 す る 金 銭 を い う 。  

（ そ の 他 の 業 務 収 益 ）  

第 １ ０ ８ 条  そ の 他 の 業 務 収 益 と は 、 自 己 収 入 以 外 の 業 務 収 益 を い う 。  

第 ３ 款  業 務 関 連 収 益  

（ 業 務 関 連 収 益 ）  

第 １ ０ ９ 条  業 務 関 連 収 益 は 、 受 取 利 息 等 、 資 産 売 却 益 及 び そ の 他 の 業 務 関 連

外 収 益 に 分 類 し て 表 示 す る 。   

（ 受 取 利 息 等 ）  

第 １ １ ０ 条  受 取 利 息 等 と は 、 習 志 野 市 が 保 有 す る 有 価 証 券 や 貸 付 金 か ら 発 生
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す る 受 取 配 当 金 、 受 取 利 息 等 を い う 。  

（ 資 産 売 却 益 ）  

第 １ １ １ 条  資 産 売 却 益 と は 、 習 志 野 市 が 市 有 財 産 等 を 売 却 し て 利 益 が 発 生 し

た 場 合 の 額 を い う 。  

（ そ の 他 の 業 務 関 連 外 収 益 ）  

第 １ １ ２ 条  そ の 他 の 業 務 関 連 外 収 益 と は 、 受 取 利 息 等 及 び 資 産 売 却 益 以 外 の

業 務 関 連 収 益 を い う 。   

第 ４ 編  純 資 産 変 動 計 算 書  

第 １ 章  純 資 産 変 動 計 算 書  

（ 作 成 目 的 ）  

第 １ １ ３ 条  純 資 産 変 動 計 算 書 は 、 会 計 期 間 中 に お け る 習 志 野 市 の 純 資 産 の 変

動 （ 政 策 形 成 上 の 意 思 決 定 又 は そ の 他 の 事 象 に よ る 純 資 産 及 び そ の 内 部 構 成

の 変 動 （ 損 益 外 純 資 産 減 少 原 因 ・ 損 益 外 純 資 産 増 加 原 因 の 取 引 高 ） を い う 。）

を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 作 成 す る 。  

（ 作 成 方 法 ）  

第 １ １ ４ 条  純 資 産 変 動 計 算 書 は 、 別 記 第 ３ 号 様 式 に よ り 記 載 す る 。 な お 、 習

志 野 市 に 固 有 の 損 益 外 純 資 産 減 少 原 因 ・ 損 益 外 純 資 産 増 加 原 因 に つ い て は 、

適 宜 、 表 示 科 目 を 追 加 す る 。  

（ 作 成 基 準 ）   

第 １ １ ５ 条  純 資 産 変 動 計 算 書 は 、 財 源 変 動 の 部 、 資 産 形 成 充 当 財 源 変 動 の 部

及 び そ の 他 の 純 資 産 変 動 の 部 に 区 分 し て 表 示 す る 。  

２  財 源 変 動 の 部 、 資 産 形 成 充 当 財 源 変 動 の 部 及 び そ の 他 の 純 資 産 変 動 の 部 に

お い て は 、 そ れ ぞ れ 損 益 外 純 資 産 減 少 原 因 及 び 損 益 外 純 資 産 増 加 原 因 に 分 類

し た 上 で 、 そ の 形 態 を 表 す 科 目 に よ っ て 総 額 で 表 示 す る 。  

（ 財 源 合 計 ）  

第 １ １ ６ 条  資 産 変 動 計 算 書 上 、 財 源 合 計 （ 貸 借 対 照 表 に 連 動 す る 残 高 ） に つ

い て は 、 そ の 調 達 源 泉 の 違 い に 基 づ き 、 さ ら に 財 源 余 剰 と 未 実 現 財 源 消 費 に

分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 財 源 余 剰 ）  

第 １ １ ７ 条  財 源 余 剰 と は 、 現 実 に 純 資 産 の 増 加 を 伴 う 税 収 等 を 調 達 源 泉 と す
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る 財 源 の 合 計 （ 残 高 ） を い う 。  

（ 未 実 現 財 源 消 費 ）  

第 １ １ ８ 条  未 実 現 財 源 消 費 と は 、 純 資 産 の 増 加 を 伴 わ な い 公 債 発 行 等 に よ っ

て 調 達 し た 資 金 の 合 計 （ 残 高 ） を い う 。  

（ 資 産 形 成 充 当 財 源 合 計 ）  

第 １ １ ９ 条  純 資 産 変 動 計 算 書 上 、 資 産 形 成 充 当 財 源 合 計 （ 貸 借 対 照 表 に 連 動

す る 残 高 ） に つ い て は 、 対 応 す る 資 産 の 種 類 に 応 じ て 、 さ ら に 固 定 資 産 、 長

期 金 融 資 産 及 び 評 価 ・ 換 算 差 額 等 に 分 類 し て 表 示 す る こ と が で き る 。  

（ 財 源 措 置 ）  

第 １ ２ ０ 条  財 源 変 動 の 部 の 純 経 常 費 用 へ の 財 源 措 置 は 、 行 政 コ ス ト 計 算 書 の

収 支 尻 で あ る 純 経 常 費 用 （ 純 行 政 コ ス ト を い う 。） と 連 動 す る 。  

２  純 資 産 変 動 計 算 書 の 各 表 示 区 分 （ 財 源 変 動 の 部 、 資 産 形 成 充 当 財 源 変 動 の

部 及 び そ の 他 の 純 資 産 変 動 の 部 を い う 。）の 収 支 尻 は 、貸 借 対 照 表 の 資 産 の 部

の 各 表 示 区 分（ 財 源 、資 産 形 成 充 当 財 源 及 び そ の 他 の 純 資 産 を い う 。）と 連 動

す る 。   

 第 ２ 章  財 源 変 動 の 部  

第 １ 節  財 源 変 動 の 部  

（ 財 源 変 動 の 部 ）  

第 １ ２ １ 条  財 源 変 動 の 部 は 、財 源 の 使 途 及 び 財 源 の 調 達 に 分 類 し て 表 示 す る 。 

  第 ２ 節  財 源 の 使 途  

（ 財 源 の 使 途 ）  

第 １ ２ ２ 条  財 源 の 使 途 は 、 純 経 常 費 用 へ の 財 源 措 置 、 固 定 資 産 形 成 へ の 財 源

措 置 、 長 期 金 融 資 産 形 成 へ の 財 源 措 置 及 び そ の 他 の 財 源 の 使 途 に 分 類 し て 表

示 す る 。   

（ 純 経 常 費 用 へ の 財 源 措 置 ）  

第 １ ２ ３ 条  純 経 常 費 用 へ の 財 源 措 置 と は 、 行 政 コ ス ト 計 算 書 で 計 算 さ れ た 純

経 常 費 用（ 純 行 政 コ ス ト を い う 。）に 支 出 し た 金 額 又 は 支 出 が 確 定 し た 金 額 を

い う 。   

（ 固 定 資 産 形 成 へ の 財 源 措 置 ）  

第 １ ２ ４ 条  固 定 資 産 形 成 へ の 財 源 措 置 と は 、 事 業 用 資 産 ・ イ ン フ ラ 資 産 の 形

23



成 の た め に 支 出 し た 金 額 又 は 支 出 が 確 定 し た 金 額 及 び イ ン フ ラ 資 産 に か か る

直 接 資 本 減 耗 の 金 額 を い う 。  

（ 長 期 金 融 資 産 形 成 へ の 財 源 措 置 ）  

第 １ ２ ５ 条  長 期 金 融 資 産 形 成 へ の 財 源 措 置 は 、新 た な 長 期 金 融 資 産（ 貸 付 金 ・

出 資 金 等 を い う 。） の た め に 支 出 し た 金 額 を い う 。  

（ そ の 他 の 財 源 の 使 途 ）  

第 １ ２ ６ 条  そ の 他 の 財 源 の 使 途 と は 、 純 経 常 費 用 へ の 財 源 措 置 、 固 定 資 産 形

成 へ の 財 源 措 置 及 び 長 期 金 融 資 産 形 成 へ の 財 源 措 置 以 外 の 財 源 の 使 途 を い い 、

減 債 基 金 へ の 積 立 等 を 含 む 。   

  第 ３ 節  財 源 の 調 達  

（ 財 源 の 調 達 ）  

第 １ ２ ７ 条  財 源 の 調 達 は 、 税 収 、 社 会 保 険 料 、 移 転 収 入 及 び そ の 他 の 財 源 の

調 達 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 税 収 ）  

第 １ ２ ８ 条  税 収 と は 、 市 税 等 を い う 。  

（ 社 会 保 険 料 ）  

第 １ ２ ９ 条  社 会 保 険 料 と は 国 民 健 康 保 険 料 、 介 護 保 険 料 、 後 期 高 齢 者 医 療 保

険 料 等 を い う 。  

（ 移 転 収 入 ）  

第 １ ３ ０ 条  移 転 収 入 は 、 他 会 計 か ら の 移 転 収 入 と 補 助 金 等 移 転 収 入 及 び そ の

他 の 移 転 収 入 に 分 類 し 、 補 助 金 等 移 転 収 入 の 内 訳 科 目 と し て 国 庫 支 出 金 、 県

支 出 金 及 び 市 支 出 金 に 分 類 す る 。  

（ そ の 他 の 財 源 の 調 達 ）  

第 １ ３ １ 条  そ の 他 の 財 源 の 調 達 と は 、 税 収 及 び 資 本 移 転 収 入 以 外 の 財 源 の 調

達 を い い 、 固 定 資 産 売 却 収 入 （ 元 本 分 ） や 長 期 金 融 資 産 償 還 収 入 （ 元 本 分 ）、

自 己 金 融 効 果 を 伴 う 減 価 償 却 費 ・ 直 接 資 本 減 耗 相 当 額 等 を 含 む 。  

 第 ３ 章  資 産 形 成 充 当 財 源 変 動 の 部  

  第 1 節  資 産 形 成 充 当 財 源 変 動 の 部  

（ 資 産 形 成 充 当 財 源 変 動 の 部 ）  

第 １ ３ ２ 条  資 産 形 成 充 当 財 源 変 動 の 部 は 、 固 定 資 産 の 変 動 、 長 期 金 融 資 産 の
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変 動 及 び 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

  第 ２ 節  固 定 資 産 の 変 動  

（ 固 定 資 産 の 変 動 ）  

第 １ ３ ３ 条  固 定 資 産 の 変 動 は 、 固 定 資 産 の 減 少 及 び 固 定 資 産 の 増 加 に 分 類 し

て 表 示 す る 。  

（ 固 定 資 産 の 減 少 ）  

第 １ ３ ４ 条  固 定 資 産 の 減 少 は 、 事 業 用 資 産 の 減 価 償 却 費 相 当 額 、 イ ン フ ラ 資

産 の 直 接 資 本 減 耗 相 当 額 及 び 固 定 資 産 の 除 売 却 金 額 か ら 構 成 さ れ る 。  

２  事 業 用 資 産 の 減 価 償 却 費 相 当 額 及 び イ ン フ ラ 資 産 の 直 接 資 本 減 耗 相 当 額 は

、 一 定 の 耐 用 年 数 に 基 づ き 計 算 さ れ た 当 該 会 計 期 間 中 の 負 担 と な る 資 産 価 値

減 少 金 額 を 計 上 す る 。  

３  当 該 年 度 に 取 得 し た イ ン フ ラ 資 産 の 直 接 減 耗 相 当 額 は 翌 年 度 か ら 固 定 資 産

の 減 少 の 対 象 と す る 。  

（ 固 定 資 産 の 増 加 ）  

第 １ ３ ５ 条  固 定 資 産 の 増 加 と は 、 固 定 資 産 形 成 及 び 無 償 所 管 換 等 （ 受 入 ） に

よ る 保 有 資 産 の 増 加 額 を い う 。 こ の う ち 固 定 資 産 形 成 は 、 事 業 用 資 産 ・ イ ン

フ ラ 資 産 の 形 成 の た め に 支 出 し た 金 額 又 は 支 出 が 確 定 し た 金 額 を い い 、 原 則

と し て 財 源 の 使 途 に お け る 固 定 資 産 形 成 へ の 財 源 措 置 の 金 額 と 一 致 す る 。   

  第 ３ 節  長 期 金 融 資 産 の 変 動  

（ 長 期 金 融 資 産 の 変 動 ）  

第 １ ３ ６ 条  長 期 金 融 資 産 の 変 動 は 、 長 期 金 融 資 産 の 減 少 及 び 長 期 金 融 資 産 の

増 加 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 長 期 金 融 資 産 の 減 少 ）  

第 １ ３ ７ 条  長 期 金 融 資 産 の 減 少 と は 、 貸 付 金 等 の 償 還 、 出 資 金 の 引 揚 げ 、 有

価 証 券 の 売 却 等 に よ る 減 少 金 額 を い う 。   

（ 長 期 金 融 資 産 の 増 加 ）  

第 １ ３ ８ 条  長 期 金 融 資 産 の 増 加 と は 、 新 た な 長 期 金 融 資 産 （ 貸 付 金 ・ 出 資 金

等 を い う 。）の た め に 支 出 し た 金 額 を い い 、原 則 と し て 財 源 の 使 途 に お け る 長

期 金 融 資 産 へ の 財 源 措 置 の 金 額 と 一 致 す る 。  

   第 ４ 節  評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動  
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（ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 ）  

第 １ ３ ９ 条  評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 変 動 は 、 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 減 少 及 び 評 価 ・

換 算 差 額 等 の 増 加 に 分 類 し て 表 示 す る 。   

（ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 減 少 ）  

第 １ ４ ０ 条  評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 減 少 と は 、 資 産 の 再 評 価 損 や 有 価 証 券 の 評 価

差 額 等 に よ る  減 価 金 額 を い う 。  

（ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 増 加 ）  

第 １ ４ １ 条  評 価 ・ 換 算 差 額 等 の 増 加 と は 、 資 産 の 再 評 価 益 や 有 価 証 券 の 評 価

差 額 等 に よ る 増 価 金 額 を い う 。  

 第 ４ 章  そ の 他 の 純 資 産 変 動 の 部  

  第 1 節  そ の 他 の 純 資 産 変 動 の 部  

（ そ の 他 の 純 資 産 変 動 の 部 ）  

第 １ ４ ２ 条  そ の 他 の 純 資 産 変 動 の 部 は 開 始 時 未 分 析 残 高 と そ の 他 純 資 産 変 動

に 分 類 し て 表 示 す る 。  

第 ２ 節  開 始 時 未 分 析 残 高  

（ 開 始 時 未 分 析 残 高 ）  

第 １ ４ ３ 条  開 始 時 未 分 析 残 高 と は 、 本 作 成 基 準 要 領 に 基 づ き 初 に 作 成 す る

純 資 産 の 内 部 構 成 の 内 訳 の 算 定 が で き な い 部 分 を い う 。  

    第 ３ 節  そ の 他 の 純 資 産 の 変 動  

（ そ の 他 純 資 産 変 動 ）  

第 １ ４ ４ 条  そ の 他 純 資 産 変 動 は 、 そ の 他 純 資 産 の 減 少 及 び そ の 他 純 資 産 の 増

加 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ そ の 他 純 資 産 の 減 少 ）  

第 １ ４ ５ 条  そ の 他 純 資 産 の 減 少 と は 、 財 源 の 使 途 又 は 資 産 形 成 充 当 財 源 の 減

少 に 該 当 し な い 損 益 外 の 純 資 産 減 少 金 額 を い う 。  

（ そ の 他 純 資 産 の 増 加 ）  

第 １ ４ ６ 条  そ の 他 純 資 産 の 増 加 は 、 財 源 の 調 達 ま た は 資 産 形 成 充 当 財 源 の 増

加 に 該 当 し な い 損 益 外 の 純 資 産 増 加 金 額 を い う 。  

第 ５ 編  資 金 収 支 計 算 書  

 第 １ 章  資 金 収 支 計 算 書  
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（ 作 成 目 的 ）  

第 １ ４ ７ 条  資 金 収 支 計 算 書 は 、 習 志 野 市 の 資 金 収 支 の 状 態 （ 習 志 野 市 の 内 部

者（ 市 長 、議 会 、補 助 機 関 等 を い う 。）の 活 動 に 伴 う 資 金 利 用 状 況 及 び 資 金 獲

得 能 力 を い う 。） を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て 作 成 す る 。  

（ 作 成 方 法 ）  

第 １ ４ ８ 条  資 金 収 支 計 算 書 は 、 別 記 様 式 第 ４ 号 に よ り 記 載 す る も の と す る 。

な お 、習 志 野 市 に 固 有 の 支 出・収 入 に つ い て は 、適 宜 、表 示 科 目 を 追 加 す る 。  

（ 作 成 基 準 ）  

第 １ ４ ９ 条  資 金 収 支 計 算 書 は 、 経 常 的 収 支 区 分 、 資 本 的 収 支 区 分 及 び 財 務 的

収 支 区 分 の ３ 区 分 に よ り 表 示 す る 。  

２  資 金 収 支 計 算 書 の 収 支 尻（ 当 期 資 金 収 支 額 を い う 。）は 、貸 借 対 照 表 の 資 産

の 部 の 資 金 勘 定 と 連 動 す る 。  

 第 ２ 章  経 常 的 収 支 区 分  

  第 1 節  経 常 的 収 支 区 分  

（ 経 常 的 収 支 区 分 ）  

第 １ ５ ０ 条  経 常 的 収 支 区 分 は 、 経 常 的 支 出 及 び 経 常 的 収 入 に 分 類 し て 表 示 す

る 。  

  第 ２ 節  経 常 的 支 出  

（ 経 常 的 支 出 ）  

第 １ ５ １ 条  経 常 的 支 出 は 、 経 常 業 務 費 用 支 出 及 び 移 転 支 出 に 分 類 し て 表 示 す

る 。  

（ 経 常 業 務 費 用 支 出 ）  

第 １ ５ ２ 条  経 常 業 務 費 用 支 出 は 、 業 務 費 用 （ 人 件 費 、 物 件 費 及 び 経 費 支 出 を

い う 。） 及 び 業 務 関 連 費 用 支 出 （ 財 務 的 支 出 に 属 す る 支 払 利 息 を 除 く 。） か ら

構 成 さ れ る 。   

（ 移 転 支 出 ）  

第 １ ５ ３ 条  移 転 支 出 と は 、 他 会 計 へ の 移 転 支 出 、 補 助 金 等 移 転 支 出 、 社 会 保

障 関 係 費 等 移 転 支 出 及 び そ の 他 の 移 転 支 出 を い う 。  

  第 ３ 節  経 常 的 収 入  

（ 経 常 的 収 入 ）  
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第 １ ５ ４ 条  経 常 的 収 入 は 、 租 税 収 入 、 社 会 保 険 料 収 入 、 経 常 業 務 収 益 収 入 及

び 移 転 収 入 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 租 税 収 入 ）  

第 １ ５ ５ 条  租 税 収 入 と は 、 市 税 等 の 収 入 を い う 。  

（ 社 会 保 険 料 収 入 ）  

第 １ ５ ６ 条  社 会 保 険 料 収 入 と は 、 国 民 健 康 保 険 料 、 介 護 保 険 料 及 び 後 期 高 齢

者 医 療 保 険 料 等 の 収 入 を い う 。  

（ 経 常 業 務 収 益 収 入 ）  

第 １ ５ ７ 条  経 常 業 務 収 益 収 入 は 、 経 常 収 益 収 入 及 び 業 務 関 連 収 益 収 入 （ 受 取

利 息 等 、 そ の 他 業 務 外 収 入 を い う 。） か ら 構 成 さ れ る 。   

（ 移 転 収 入 ）  

第 １ ５ ８ 条  移 転 収 入 は 、 他 会 計 か ら の 移 転 収 入 、 補 助 金 等 移 転 収 入 及 び そ の

他 の 移 転 収 入 か ら 構 成 さ れ る 。   

 第 ３ 章  資 本 的 収 支 区 分  

  第 1 節  資 本 的 収 支 区 分  

（ 資 本 的 収 支 区 分 ）  

第 １ ５ ９ 条  資 本 的 収 支 区 分 は 、 資 本 的 支 出 及 び 資 本 的 収 入 に 分 類 し て 表 示 す

る 。  

  第 ２ 節  資 本 的 支 出  

（ 資 本 的 支 出 ）  

第 １ ６ ０ 条  資 本 的 支 出 は 、 固 定 資 産 形 成 支 出 、 長 期 金 融 資 産 形 成 支 出 及 び そ

の 他 の 資 本 形 成 支 出 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 固 定 資 産 形 成 支 出 ）  

第 １ ６ １ 条  固 定 資 産 形 成 支 出 は 、 事 業 用 資 産 形 成 支 出 及 び イ ン フ ラ 資 産 形 成

支 出 か ら 構 成 さ れ る 。  

（ 長 期 金 融 資 産 形 成 支 出 ）  

第 １ ６ ２ 条  長 期 金 融 資 産 形 成 支 出 は 、 長 期 金 融 資 産 形 成 支 出 等 か ら 構 成 さ れ

る 。  

（ そ の 他 の 資 本 形 成 支 出 ）  

第 １ ６ ３ 条  そ の 他 の 資 本 形 成 支 出 と は 、 他 会 計 へ の 繰 出 支 出 及 び そ の 他 資 本
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移 転 支 出 を い う 。  

第 ３ 節  資 本 的 収 入  

 （ 資 本 的 収 入 ）  

第 １ ６ ４ 条  資 本 的 収 入 は 、 固 定 資 産 売 却 収 入 、 長 期 金 融 資 産 償 還 収 入 及 び そ

の 他 の 資 本 処 分 収 入 に 分 類 し て 表 示 す る 。  

（ 固 定 資 産 売 却 収 入 ）  

第 １ ６ ５ 条  固 定 資 産 売 却 収 入 は 、 事 業 用 資 産 売 却 収 入 、 イ ン フ ラ 資 産 売 却 収

入 か ら 構 成 さ れ る 。  

（ 長 期 金 融 資 産 償 還 収 入 ）  

第 １ ６ ６ 条  長 期 金 融 資 産 償 還 収 入 は 、 長 期 金 融 資 産 償 還 収 入 等 か ら 構 成 さ れ

る 。  

（ そ の 他 の 資 本 処 分 収 入 ）  

第 １ ６ ７ 条  そ の 他 の 資 本 処 分 収 入 と は 、 他 会 計 か ら の 繰 入 収 入 、 補 助 金 等 資

本 移 転 収 入 及 び そ の 他 資 本 移 転 収 入 を い う 。  

   第 ４ 章  財 務 的 収 支 区 分  

第 １ 節  財 務 的 収 支 区 分  

（ 基 礎 的 財 政 収 支 ）  

第 １ ６ ８ 条  経 常 的 収 支 区 分 及 び 資 本 的 収 支 区 分 の 合 計 額 と し て 、 習 志 野 市 の

基 礎 的 財 政 収 支 （ プ ラ イ マ リ ー ・ バ ラ ン ス ） を 表 示 す る 。  

（ 財 務 的 収 支 区 分 ）  

第 １ ６ ９ 条  財 務 的 収 支 区 分 は 、 財 務 的 支 出 及 び 財 務 的 収 入 に 分 類 し て 表 示 す

る 。  

第 ２ 節  財 務 的 支 出  

（ 財 務 的 支 出 ）  

第 １ ７ ０ 条  財 務 的 支 出 は 、 支 払 利 息 支 出 及 び 元 本 償 還 支 出 に 分 類 し て 表 示 す

る 。  

（ 支 払 利 息 支 出 ）  

第 １ ７ １ 条  支 払 利 息 支 出 と は 、 公 債 、 借 入 金 等 に か か る 支 払 利 息 の 支 出 を い

う 。  

（ 元 本 償 還 支 出 ）  
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第 １ ７ ２ 条  元 本 償 還 支 出 と は 、 地 方 債 、 借 入 金 等 に か か る 元 本 償 還 の 支 出 を

い う 。  

  第 ３ 節  財 務 的 収 入  

（ 財 務 的 収 入 ）  

第 １ ７ ３ 条  財 務 的 収 入 は 、 公 債 発 行 収 入 、 借 入 金 収 入 及 び そ の 他 の 財 務 的 収

入 か ら 構 成 さ れ る 。  

（ 公 債 発 行 収 入 ）  

第 １ ７ ４ 条  公 債 発 行 収 入 と は 、 習 志 野 市 が 発 行 す る 公 債 発 行 に 伴 う 収 入 を い

う 。  

（ 借 入 金 収 入 ）  

第 １ ７ ５ 条  借 入 金 収 入 と は 、 金 融 機 関 等 か ら の 借 入 金 に 伴 う 収 入 を い う 。  

（ そ の 他 の 財 務 的 収 入 ）  

第 １ ７ ６ 条  そ の 他 の 財 務 的 収 入 と は 、 公 債 発 行 収 入 及 び 借 入 金 収 入 以 外 の 財

務 的 収 入 を い う 。  

第 ６ 編  注 記  

第 １ 章  重 要 な 会 計 方 針  

（ 重 要 な 会 計 方 針 ）  

第 １ ７ ７ 条  財 務 書 類 作 成 の た め に 採 用 し て い る 会 計 処 理 の 原 則 及 び 手 続 並 び

に 表 示 方 法 、 そ の 他 財 務 書 類 作 成 の た め の 基 本 と な る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

す る 。  

(１ ) 有 価 証 券 等 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法   

(２ ) 固 定 資 産 の 減 価 償 却 ・ 直 接 資 本 減 耗 の 方 法  

(３ ) 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法   

(４ ) 繰 延 資 産 の 処 理 方 法  

(５ ) 外 貨 建 の 資 産 及 び 負 債 の 本 邦 通 貨 へ の 換 算 基 準  

(６ ) 引 当 金 の 計 上 基 準 及 び 算 定 方 法  

(７ ) リ ー ス 取 引 の 処 理 方 法   

(８ ) 資 金 収 支 計 算 書 に お け る 資 金 の 範 囲  

(９ ) そ の 他 財 務 書 類 作 成 の た め の 基 本 と な る 重 要 な 事 項  

 第 ２ 章  会 計 方 針 の 変 更 に 関 す る 記 載  
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（ 会 計 方 針 の 変 更 に 関 す る 記 載 ）  

第 １ ７ ８ 条  会 計 方 針 を 変 更 し た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば

な ら な い 。   

(１ ) 会 計 処 理 の 原 則 ま た は 手 続 を 変 更 し た 場 合 に は 、 そ の 旨 、 変 更 の 理 由

及 び 当 該 変 更 が 財 務 書 類 に 与 え て い る 影 響 の 内 容  

(２ ) 表 示 方 法 を 変 更 し た 場 合 に は 、 そ の 内 容  

(３ ) 資 金 収 支 計 算 書 に お け る 資 金 の 範 囲 を 変 更 し た 場 合 に は 、 そ の 旨 、 変

更 の 理 由 及 び 当 該 変 更 が 資 金 収 支 計 算 書 に 与 え て い る 影 響 の 内 容  

 第 ３ 章  重 要 な 後 発 事 象 の 注 記   

（ 重 要 な 後 発 事 象 の 注 記 ）  

第 １ ７ ９ 条  会 計 年 度 終 了 後 、 財 務 書 類 を 作 成 す る 日 ま で に 発 生 し た 事 象 で 、

翌 年 度 以 降 の 習 志 野 市 の 財 務 状 況 等 に 影 響 を 及 ぼ す 後 発 事 象 の う ち 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 記 載 す る 。  

(１ ) 主 要 な 業 務 の 改 廃  

(２ ) 組 織 ・ 機 構 の 大 幅 な 変 更  

(３ ) 地 方 財 政 制 度 の 大 幅 な 改 正  

(４ ) 重 大 な 災 害 等 の 発 生  

(５ ) そ の 他 重 要 な 後 発 事 象  

 第 ４ 章  偶 発 債 務   

（ 偶 発 債 務 ）  

第 １ ８ ０ 条  基 準 日 時 点 に お い て は 現 実 の 債 務 で は な い が 、 将 来 、 一 定 の 条 件

を 満 た す よ う な 事 態 が 生 じ た 場 合 に 債 務 と な る も の の う ち 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 す る 。  

(１ ) 保 証 債 務 及 び 損 失 補 償 債 務 負 担 の 状 況  

(２ ) 係 争 中 の 訴 訟 等 で 損 害 賠 償 等 の 請 求 を 受 け て い る も の  

(３ ) そ の 他 主 要 な 偶 発 債 務   

 第 ５ 章  追 加 情 報 の 注 記   

（ 追 加 情 報 の 注 記 ）  

第 １ ８ １ 条  財 務 書 類 の 内 容 を 理 解 す る た め に 必 要 と 認 め ら れ る 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 す る 。  
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(１ ) 出 納 整 理 期 間 に つ い て 、 出 納 整 理 期 間 が 設 け ら れ て い る 旨 及 び 出 納 整

理 期 間 に お け る 現 金 の 受 払 等 を 終 了 し た 後 の 計 数 を も っ て 基 準 日 時 点 の

計 数 と し て い る 旨  

(２ ) 利 子 補 給 等 に 係 る 債 務 負 担 行 為 の 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額  

(３ ) 繰 越 事 業 に 係 る 将 来 の 支 出 予 定 額   

(４ ) そ の 他 財 務 書 類 の 内 容 を 理 解 す る た め に 必 要 と 認 め ら れ る 事 項  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 示 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  
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貸借対照表(BS)

【資産の部】
１.金融資産 #VALUE! F=D+E

資金 　　××× E ← CFより
資金を除く金融資産 #VALUE! D=A+B+C

債権 #VALUE! A
税等未収金 　　×××

未収金 　　×××

貸付金 　　×××

その他の債権 　　×××

(控除)貸倒引当金 　(×××)

有価証券 0 B
満期保有目的有価証券 　　×××

満期保有目的以外の有価証券 　　×××

投資等 #VALUE! C
　 出資金 　　×××

基金・積立金 0

財政調整基金 　　×××

減債基金 　　×××

その他の基金・積立金 　　×××

その他の投資 　　×××

２.非金融資産 #VALUE! M=J+K+L
事業用資産 0 J=G+H+I

有形固定資産 0 G
土地 　　×××

立木竹 　　×××

建物 　　×××

工作物 　　×××

機械器具 　　×××

物品 　　×××

船舶 　　×××

航空機 　　×××

その他の有形固定資産 　　×××

建設仮勘定 　　×××

無形固定資産 0 H
地上権 　　×××

著作権・特許権 　　×××

ソフトウェア 　　×××

電話加入権 　　×××

その他の無形固定資産 　　×××

棚卸資産 0 I
製品 　　×××

半製品 　　×××

インフラ資産 0 K
公共用財産用地 　　×××

公共用財産施設 　　×××

その他の公共用財産 　　×××

公共用財産建設仮勘定 　　×××

繰延資産 　　××× L
資産合計 #VALUE! N=F+M

【負債の部】
１.流動負債 0 O

未払金及び未払費用 　　×××

前受金及び前受収益 　　×××

引当金 　　×××

賞与引当金 　　×××

預り金(保管金等) 　　×××

公債（短期） 　　×××

短期借入金 　　×××

その他の流動負債 　　×××

２.非流動負債 0 P
公債 　　×××

借入金 　　×××

引当金 0

退職給付引当金 　　×××

その他の引当金 　　×××

その他の非流動負債 　　×××

負債合計 0 Q=O+P

【純資産の部】
財源 　　××× R
財産形成充当財源(調達源泉別) 0 S

税収 　　×××

社会保険料 　　×××

移転収入 　　×××

公債等 　　×××

その他の財源の調達 　　×××

評価・換算差額等 　　×××

その他の純資産 0 T
開始時未分析残高 　　×××

その他の純資産 　　×××

純資産合計 #VALUE! U=R+S+T

負債・純資産の合計 #VALUE! V=Q+U

別　記

　第１号様式（第９条）
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行政コスト計算書(PL)

【経常費用】
１.経常業務費用 　　××× E=A+B+C+D

①人件費
議員歳費 　　××× 　　××× A
職員給料 　　×××

賞与引当金繰入 　　×××

退職給付費用 　　×××

その他の人件費 　　×××

②物件費 　　××× B
物品購入費 　　×××

維持補修費 　　×××

減価償却費 　　×××

その他の物件費 　　×××

③経費 　　××× C
業務費 　　×××

委託費 　　×××

貸倒引当金繰入 　　×××

その他の経費 　　×××

④業務関連費用 　　××× D
公債費(利払分) 　　×××

借入金支払利息 　　×××

資産売却損 　　×××

その他の業務関連費用 　　×××

２.経常移転支出 　　××× F
①他会計への移転支出 　　×××

②補助金等移転支出 　　×××

③社会保障関係費等移転支出 　　×××

④その他の経常移転支出 　　×××

第２号様式（第７４条）

④その他の経常移転支出 　　×××

経常費用合計(総行政コスト) 　　××× G=E+F

【経常収益】
経常業務収益 　　××× J=H+I

①業務収益 　　××× H
自己収入 　　×××

その他の業務収益 　　×××

②業務関連収益 　　××× I
受取利息等 　　×××

資産売却益 　　×××

その他の業務関連外収益 　　×××

経常移転収入 　　×××

経常収益合計 　　××× K=J

純経常費用(純行政コスト) 　　××× L=K-G → NWMへ
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純資産変動計算書(NWM)

財源余剰 未実現財源消費 税収 社会保険料 移転収入 公債等
その他の
財源の調

達

評価・換算
差額等

開始時未
分析残高

その他純資
産

前期末残高 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××

当期変動額
Ⅰ．財源変動の部 　　××× 　　(×××) 　　××× 　　×××

１．財源の使途 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

①純経常費用への財源措置 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

②固定資産形成への財源措置 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

事業用資産形成への財源措置 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

インフラ資産形成への財源措置 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

③長期金融資産形成への財源措置 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

④その他の財源の使途 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

２．財源の調達 　　××× 　　××× 　　×××

①税収 　　××× 　　××× 　　×××

②社会保険料 　　××× 　　××× 　　×××

③移転収入 　　××× 　　××× 　　×××

他会計からの移転収入 　　××× 　　××× 　　×××

補助金等移転収入 　　××× 　　××× 　　×××

国庫支出金 　　××× 　　××× 　　×××

都道府県等支出金 　　××× 　　××× 　　×××

市町村等支出金 　　××× 　　××× 　　×××

その他の純資産 その他の
純資産合

計

純資産合
計

財源
財源合計

資産形成充当財源 資産形成
充当財源

合計

第３号様式（第１１４条）

市町村等支出金 　　××× 　　××× 　　×××

その他の移転収入 　　××× 　　××× 　　×××

④その他の財源の調達 　　××× 　　××× 　　×××

固定資産売却収入(元本分) 　　××× 　　××× 　　×××

長期金融資産償還収入(元本分) 　　××× 　　××× 　　×××

その他の財源調達 　　××× 　　××× 　　×××

Ⅱ．資産形成充当財源変動の部 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××

１．固定資産の変動 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　(×××) 　　××× 　　×××

①固定資産の減少 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

減価償却費・直接資本減耗相当額 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

除売却相当額 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

②固定資産の増加 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××

固定資産形成 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××

無償所管換等 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××

２．長期金融資産の変動 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　(×××) 　　××× 　　×××

①長期金融資産の減少 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

②長期金融資産の増加 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××

３．評価・換算差額等の変動 　　××× 　　××× 　　×××

①評価・換算差額等の減少 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

再評価損 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

その他の評価額等減少 　　(×××) 　　(×××) 　　(×××)

②評価・換算差額等の増加 　　××× 　　××× 　　×××

再評価益 　　××× 　　××× 　　×××

その他の評価額等増加 　　××× 　　××× 　　×××

Ⅲ．その他の純資産変動の部 　　××× 　　××× 　　×××

１．開始時未分析残高 　　××× 　　×××

２．その他の純資産の変動 　　××× 　　×××

その他の純資産の減少 　　(×××) 　　(×××)

その他の純資産の増加 　　××× 　　×××

当期変動額合計 　　××× 　　(×××) 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××

当期末残高 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　××× 　　×××
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資金収支計算書(CF)【3区分形式】

【経常的収支区分】
Ⅰ．経常的収支

１．経常的支出 　　××× C=A+B
①経常業務費用支出 　　××× A

人件費支出 　　×××

物件費支出 　　×××

経費支出 　　×××

業務費用関連支出(財政的支出を除く) 　　×××

②移転支出 　　××× B
他会計への移転支出 　　×××

補助金等移転支出 　　×××

社会保障関係移転支出 　　×××

その他の移転支出 　　×××

２．経常的収入 　　××× H=D+E+F+G
①租税収入 　　××× D
②社会保険料収入 　　××× E
③経常業務収益収入 　　××× F

経常収益収入 　　×××

業務関連収益収入 　　×××

④移転収入 　　××× G
他会計からの移転収入 　　×××

補助金等移転収入 　　×××

その他の移転収入 　　×××

経常的収支 　　××× I=H-C

【資本的収支区分】
Ⅱ．資本的収支

１．資本的支出 　　××× M=J+K+L
①固定資産形成支出 　　××× J
②長期金融資産形成支出 　　××× K
③その他の資本形成支出 　　××× L

第４号様式（第１４８条）

③その他の資本形成支出 　　××× L
２．資本的収入 　　××× Q=N+O+P

①固定資産売却収入 　　××× N
②長期金融資産償還収入 　　××× O
③その他の資本処分収入 　　××× P

資本的収支 　　××× R=Q-M

基礎的財政収支 　　××× S=I+R

【財政的収支区分】
Ⅲ．財務的収支

１．財務的支出 　　××× V=T+U
①支払利息支出 　　××× T

公債費(利払分)支出 　　×××

借入金支払利息支出 　　×××

②元本償還支出 　　××× U
公債費(元本分)支出 　　×××

公債(短期)元本償還支出 　　×××

公債元本償還支出 　　×××

借入金元本償還支出 　　×××

短期借入金元本償還支出 　　×××

借入金元本償還支出 　　×××

その他の元本償還支出 　　×××

２．財務的収入 　　××× Z=W+X+Y
①公債発行収入 　　××× W

公債(短期)発行収入 　　×××

公債発行収入 　　×××

②借入金収入 　　××× X
短期借入金収入 　　×××

借入金収入 　　×××

③その他の財務的収入 　　××× Y
財務的収支 　　××× AA=Z-V

　　××× AB=S+AA
当期資金収支額 　　××× AC
期首資金残高 　　××× AD=AB+AC → BSへ
期末資金残高
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